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報告書の利用についての注意・免責事項 

 

本調査レポートは、日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所が現地法律事務所  

金誠同達法律事務所(JT&N)に作成委託し、2026 年 3 月に入手した情報に基づくも

のであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。掲載した情報・コ

メントは作成委託先の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであ

ることを保証するものではありません。また、本稿はあくまでも参考情報の提供を目

的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきもので

はありません。本稿にてご提供する情報に基づいて行為をされる場合には、必ず個別

の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。 

 

ジェトロおよび金誠同達法律事務所(JT&N)は、本報告書の記載内容に関して生じ

た直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失

については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生

じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロおよび

金誠同達法律事務所(JT&N)が係る損害の可能性を知らされていても同様とします。 
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1. 生態環境法典の制定背景および目的 

2026 年 3 月 12 日、第 14 期全国人民代表大会第 4 回会議において、「中華人民共和国

生態環境法典」（以下、「生態環境法典」という。）1が賛成多数で可決され、同年 8月 15

日に正式に施行される予定である。これは、中国において「民法典」に次いで「法典」と

の名称を付された 2番目の法律であり、かつ、生態環境保護およびグリーン・低炭素発展

を体系的に統合した世界初の総合法典である。生態環境法典は、従来の生態環境分野にお

ける「分散立法・複数機関による規制」との立法構造を完全に解消し、「環境保護法」「大

気汚染防止法」「水質汚染防止法」などの中核的な単行法 10 本を廃止して統合するとと

もに、光害、電磁放射、新規汚染物質の管理およびカーボンピークアウト・カーボンニュ

ートラルなどの分野における立法上の空白を埋めるものである。 

 

中国は 1979 年より生態環境に関する法令の制定を開始し、現在までに三十余りの環境

保護関連法令を整備してきている。これらの生態環境法令は異なる歴史時期に制定された

ものであり、相互に関連しつつも差異を有し、立法目的もそれぞれ異なっている。また、

所管する行政部門が異なり、規律の対象および方法にも相違があるため、同一の要素が複

数の法令により規律される場合や、一つの法令が複数の要素を規律しなければならない場

合が生じ、矛盾および衝突を引き起こすおそれがある。同時に、現代中国においては、国

民の良好な生態環境に対する要望が切実さを増しており、「温飽を盼む」段階から「環境

保護を希求する」段階へと移行する中で、国民の環境の質に対する期待は高まっている。 

 

21 世紀に入り、気候変動、生物多様性の喪失、海洋汚染などの生態系に関する課題は

国境を越え、人類全体が直面する共通の課題となった。この時代の要請に応じ、国際社会

においては、グローバルな環境の行き詰まりを解決するには、断片的なエンドオブパイプ

規制から体系的な根源的治理へと転換し、政府、企業、社会などの各主体の広範な参加が

あり、共通性と差异性を調和させた地球環境ガバナンス体制を構築しなければならない。

責任ある発展途上大国として、中国は「地球生命共同体」の理念を深く実践し、生態文明

建設を国家発展戦略の全局に位置づけている。こうした背景の中、中国は生態環境法典の

編纂作業を開始した。これは、自国の生態環境ガバナンスに体系的かつ権威的な法的保障

を提供するとともに、自らのグリーントランスフォーメーションという具体的な行動を通

じて、世界の排出削減に向けた模範を示すものである。 

 

中国が生態環境法典を制定する核心は、既存の環境保護関連法令を統合し、規範間の抵

触を解消するとともに、体系化された生態環境法治の枠組みを構築することにより、生態

環境の総合的保護という時代の要請に適応し、国民が求める良好な生態環境への切実な要

請に応えることで、美しい中国の建設および人と自然が調和して共生する現代化の実現に

向けた堅固な法治上の保障を提供することにある。同時に、国内における生態環境法治建

設の実践的探求を通じて、地球規模の生態環境ガバナンスに対して中国の知恵と中国の方

案を貢献し、地球生命共同体の構築を支援するとともに、地球規模の生態環境ガバナンス

体制の整備および発展を推進するものである。 

 
1 生態環境部公式サイト：https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202603/t20260313_1146496.shtml 
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2. 生態環境法典の編纂経緯 

2012 年以前、中国における生態環境法典の編纂は、構想が萌芽した段階にあった。当

時、環境法体系の整備および環境保護法の改正を巡り、各界において関連する議題に関す

る検討が開始され、2003年には立法機関が初めて編纂の構想を提示し、2005 年には学者

が編纂の初歩的構想に関する論文を提出するとともに、高等教育機関においても関連する

基礎研究が並行して実施され、その後の作業に向けた早期の理論的基盤および資料の蓄積

が図られた。 

 

2012年から 2022年末までは、構想段階および理論的準備段階であった。習近平生態文

明思想および習近平法治思想が法典編纂の理論的基盤を提供し、2018 年の憲法改正によ

り「生態文明」が憲法に明記され、根本的な法治的根拠が確立された。中国法学会環境資

源法学研究会が主導して、法典の翻訳、課題研究、建議稿の起草などの作業を実施し、2021 

年に専門家建議稿を全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会に提出した。同年、環境

法典の編纂が全国人民代表大会常務委員会の立法作業計画に組み込まれ、当該作業は理論

的検討段階から正式に立法実践段階へと移行した。 

 

正式な編纂段階における重要事実2： 

時間 重要事実 

2023年 3月 第 14期全国人民代表大会第 1回会議において、全国人民代表大

会代表は、「環境法典の編纂を第 14期全国人民代表大会常務委

員会の立法計画に組み入れることに関する議案」を提出した。 

2023年 4月 中国法学会環境資源法学研究会は、「中国環境法典編纂研究」の

第 1段階の成果を発表し、『緑典之路』シリーズを刊行するとと

もに、初めて社会に対し「生態環境法典（専門家建議稿草案）」

の内容を公表した。 

2023年 9月 7日 「第 14期全国人民代表大会常務委員会立法計画」が公表され、

環境（生態環境）法典を積極的に研究・推進すべき法典編纂作業

として位置付けた。 

2023年 11月 3日 李鴻忠副委員長は生態環境法典編纂指導組会議を主宰し、生態

環境法典の編纂作業を正式に開始した。 

2024年 7月 18日 中国共産党第 20期中央委員会第 3回全体会議において、「中国

共産党中央委員会がさらに全面的な改革を深化させ、中国型の

現代化を推進することに関する決定」が審議・可決され、「生態

環境法典の編纂」の任務が明確に提示された。 

2025年 4月 27日 第 14期全国人民代表大会常務委員会第 15回会議において、「中

華人民共和国生態環境法典（草案）」が初めて全体的に審議され

た。 

 
2 中国人大網：http://www.npc.gov.cn/npc/c1773/c1848/c21114/sthjfdlf/ 

http://www.npc.gov.cn/npc/c1773/c1848/c21114/sthjfdlf/


 

 

Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 
 

2025年 4月 30日 「生態環境法典（草案）」に対する社会からの意見募集。 

2025 年 9 月 8 日～9

月 12日 

第 14 期全国人民代表大会常務委員会第 17 回会議は、法典総則

編、生態保護編およびグリーン・低炭素発展編の各草案について

第 2回審議を行い、意見の公募を行った。 

2025年 10月 24日～

28日 

第 14 期全国人民代表大会常務委員会第 18 回会議は、汚染防止

編、法律責任編および附則編の草案について第 2回審議を行い、

意見の公募を行った。 

2025年12月22 日～

27日 

第 14期全国人民代表大会常務委員会第 19回会議において、「生

態環境法典（草案）」の第 3回審議稿が審議された。 

2025年 12月 27日 「生態環境法典（草案）」第 3回審議稿に対する意見募集。 

2026年 3月 12日 生態環境法典が第 14期全国人民代表大会第 4回会議に可決され

た。 

3. 生態環境法典の全体像 

3.1生態環境法典の地位 

生態環境法典は、体系化・統合化された基本法であり、その中核的内容は、「生態環境」

および「法典」という二つの鍵となる概念から理解することができる。「法典」とは、単

なる法令のまとめでもなければ、完全に新規に立法することを意味するものでもなく、既

存の生態環境に関する法律制度・機制および規則・規範を体系的に統合し、編纂・修訂を

行い、集成して昇華させることを意味する。生態環境法典第 2条は、本法において「生態

環境」とは、人類の生存および発展並びに生態系の機能に影響を及ぼす各種の天然または

人による改造した自然的空間、自然的要素およびこれらの相互に関係し作用する総体をい

い、大気、水、海洋、土地、鉱物資源、森林、連峰、草原、湿地、氷河、高原、砂漠、野

生生物、自然遺跡、人文遺跡、自然保護地、都市および農村などを含むものとすると規定

している。この定義は、単一の要素を超え、従来分散していた「資源」（例：鉱物、森林）、

「環境」（例：大気、水）および「生態」（例：生態系全体の機能）という三つの側面を

統一し、中国の生態文明建設において直面する「資源制約の緊迫化、環境汚染の深刻化、

生態系の劣化」という三つ課題に対応するものである。同時に、本法典においては、従来

の「環境」という用語に代えて、「生態環境」という用語を一貫して採用している。 

 

したがって、生態環境法典は、既存の単行法の単純なまとめではなく、「生態環境」と

いう統合的概念を法定化することにより、資源・環境・生態系の三つの分野を一体的に融

合させ、体系的な統合と編纂を経て制定された、生態環境分野を統括する基礎的かつ総合

的な国家基本法である。 
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3.2 生態環境法典とその他の法律との関係 

生態環境法典第 1239条3および第 1242条4から見ると、生態環境法典と他の法律との間

には、明確な階層性と役割分担を備えた関係構造が形成されていることが認められる。従

来の環境関連法との関係においては、法典は「編入を主とし、存続を従とする」取扱いを

採用している。既存の「環境保護法」「大気汚染防止法」など 10 余りの単行法は、法典

に包括的に編入され、その単行法としての地位は廃止される。一方、「長江保護法」「黄

河保護法」など、特別な調整対象を有する分野別法律については、存続させ、引き続き独

立して効力を有するものとする。これらの存続する特別法に具体的規定がある場合には特

別法を優先的に適用し、規定がない場合には法典の一般規定を適用する。これにより、「法

典＋単行法」という二重の法源構造が形成される。 

 

民法典との関係においては、両者は「公法と私法の役割分担・連携」という構造を呈し

ている。民法典は環境侵害発生後の民事損害賠償責任の規定に重点を置き、私法上の救済

に属するのに対し、生態環境法典は排出許可、環境影響評価など公法上の義務を含む行政

規制要求並びに生態環境損害に対する公法上の救済手続の規定に重点を置いている。両者

は合わせて「行政規制＋民事救済」という二重の保護機制を構成する。刑法との関係にお

いては、法典は「前置法」としての機能を果たす。生態環境法典がいかなる行為が行政違

法を構成するかを画定し、刑法はこれに基づき、いかなる行為が犯罪を構成するかをさら

に判断する。 

3.3 生態環境法典の基本的内容 

生態環境法典は、全五編から構成され、順に総則編、汚染防止編、生態保護編、グリー

ン・低炭素発展編、法的責任および附則編であり、合計 1242 条を有する。その基本内容

は以下のとおりである。 

 

3.3.1 総則編5 

総則は生態環境法典の根本的根拠であり、各編の内容は総則が定める原則および制度に

従わなければならない。総則編は、生態環境法典の基本原則、監督管理体制、関連主体の

中核的な法的義務などの内容を規定している。企業にとって、その中核的な法的義務は、

汚染防止および生態保護に関する主体的責任を負い、生じた損害について法に基づき責任

を負うこと、環境保護責任制度を整備・確立すること、並びに生態環境情報を法に基づき

公開し、社会の監督を受けることにある6。さらに、企業の立場からは、総則が定める以下

 
3 生態環境法典第 1239 条 他の法律に生態保護、グリーン・低炭素発展などの生態環境保護に関する

分野について具体的なまたはより詳細な規定がある場合は、その規定に従う。 
4 生態環境法典第 1242 条 本法は、2026 年 8 月 15 日から施行する。これに伴い、「中華人民共和国環

境保護法」、「中華人民共和国環境影響評価法」、「中華人民共和国海洋環境保護法」、「中華人民共

和国大気汚染防止法」、「中華人民共和国水汚染防止法」、「中華人民共和国土壌汚染防止法」、「中

華人民共和国固形廃棄物による環境汚染防止法」、「中華人民共和国騒音汚染防止法」、「中華人民共

和国放射性汚染防止法」、「中華人民共和国クリーン生産促進法」は、同時に廃止する。 
5 生態環境法典第 1 条から第 147 条まで。 
6 生態環境法典第 7 条、第 9 条および第 78 条など。 
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の基本的な法律制度に注目する必要がある。 

✓ 生態環境影響評価制度。総則においては、「計画環境影響評価＋建設プロジェク

ト環境影響評価」の実施を要請し、法に基づき生態環境影響評価を実施していな

いプロジェクトは着工してはならないと規定されている7。 

✓ 突発的生態環境事案に対する応急制度。総則において、企業は応急計画体系を構

築し、応急処置、情報通報および事後評価に係る全プロセスの要件を明確化する

ことが求められている8。 

 

3.3.2 汚染防止編9 

汚染防止編は、現行の「大気汚染防止法」、「水汚染防止法」、「土壌汚染防止法」、

「固形廃棄物による環境汚染防止法」、「騒音汚染防止法」、「放射性汚染防止法および

環境保護法」、「海洋環境保護法」などの法律における汚染防止に関する規定を体系的に

統合し、最適化したものである。汚染防止の基本原則に関し、企業が特に注目すべき事項

は以下のとおりである。（1）発生源における防止、総合的対策、分類管理、全過程にわ

たる管理という総則原則10、（2）排出事業者は汚染防止施設を付帯して整備し、その正常

な稼働を確保しなければならず、無断で撤去したり使用を停止したりしてはならないこと
11、（3）重点汚染物質の排出総量管理制度12、（4）隠蔽管路、浸透井戸、浸透ピット、注

入、監視データの改ざんなどの監督回避の方法による汚染物質の排出を禁止することなど

である13。 

 

さらに、大気汚染防止、水汚染防止、土壌汚染防止、固形廃棄物汚染防止、騒音汚染防

止並びに化学物質汚染リスク管理、電磁放射および光汚染防止の方面において、企業は以

下の事項に特に留意すべきである。 

各編名称 監督管理対象 重点注目事項 

大気汚染の防

止 

産業、自動車・船舶

など、あらゆる発

生源における大気

汚染 

1. 揮発性有機化合物（VOCs）の全プロセス管理

制度14。 

2. 自動車環境保護規制15。 

3. 工事粉塵に対する強制防塵措置16。 

4. 重点地域における共同予防・対策＋深刻な大

気汚染時におけるレベル別対応17。 

水汚染の防止 産業排水による水

汚染、地下水汚染 

1. 河川への汚水排出口の審査認可＋分類管理＋

調査・整備制度18。 

2. 地下水汚染防止重点区域の画定および浸透防

 
7 生態環境法典第 107 条。 
8 生態環境法典第 117 条および第 121 条。 
9 生態環境法典第 148 条から第 673 条まで。 
10 生態環境法典第 149 条。 
11 生態環境法典第 162 条。 
12 生態環境法典第第 155 条。 
13 生態環境法典第 164 条。 
14 生態環境法典第 213 条から第 215 条まで。 
15 生態環境法典第 219 条から第 238 条まで。 
16 生態環境法典第 239 条から第 243 条まで。 
17 生態環境法典第 255 条から第 265 条まで。 
18 生態環境法典第 275 条から第 278 条まで。 
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止管理制度19。 

3. 工業廃水の全量収集および全量処理に関する

制度20。 

土壌汚染の防

止 

建設用地における

土壌汚染、重点的

に監督管理された

事業者における土

壌汚染の防止・管

理 

1. 10 年ごとに実施される全国土壌汚染状況全

面調査制度21。 

2. 重点的に監督管理された事業者における潜在

的危険性の点検および自主的モニタリング制度
22。 

3. 建設用地の汚染リスク管理・修復制度23。 

固形廃棄物汚

染の防止 

産業固形廃棄物、

危険廃棄物 

1. 減量化、資源化および無害化の全過程にわた

る管理原則24。 

2. 危険廃棄物目録管理＋経営許可＋搬送伝票制

度25。 

3. 固形廃棄物の輸入ゼロ制度26。 

騒音汚染の防

止 

産業・建築施工に

伴う騒音汚染 

1. 騒音環境機能区域の画定および品質改善計画

制度27。 

2. 製品の騒音限界に関する強制基準28。 

3. 建築工事における夜間施工の許可および公告

制度29。 

化学物質汚染

の リ ス ク 管

理、電磁放射

および光害の

防止 

新規汚染物質、化

学物質の環境リス

ク、電磁放射、光害 

1. 重点管理新規汚染物質リスト制度30。 

2. 新規化学物質環境管理登録制度31 

3. 電磁放射施設の分類管理制度32。 

4. 光害防止制度33。 

 

3.3.3 生態保護編34 

生態保護編は、従来の単一の生態要素を保護目標とする立法方針を転換し、生態系とし

ての保護理念を強調するものである。本編の中核的原則は、自然回復を主軸としつつ自然

回復と人為的修復を結合させ、山・水・林・田・湖・草・砂の一体的保護およびシステム

 
19 生態環境法典第 285 条から第 290 条まで。 
20 生態環境法典第 297 条から第 300 条まで。 
21 生態環境法典第 401 条。 
22 生態環境法典第 414 条、第 415 条。 
23 生態環境法典第 453 条から第 463 条まで。 
24 生態環境法典第 466 条。 
25 生態環境法典第 528 条から第 545 条まで。 
26 生態環境法典第 478 条、第 479 条。 
27 生態環境法典第 552 条、第 553 条。 
28 生態環境法典第 555 条。 
29 生態環境法典第 568 条から第 572 条まで。 
30 生態環境法典第 645 条、第 649 条。 
31 生態環境法典第 650 条、第 651 条。 
32 生態環境法典第 658 条から第 666 条まで。 
33 生態環境法典第 667 条から第 673 条まで。 
34 生態環境法典第 674 条から第 937 条まで。 
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治理を堅持することにある。 

 

3.3.4 グリーン・低炭素発展編35 

グリーン・低炭素発展編は、生態環境法典における画期的な制度革新であり、法典レベ

ルでグリーン・低炭素発展を独立した編として規定した初めての試みである。本編は、生

態環境保護と密接に関連するグリーン・低炭素発展の重要な段階および重要な分野に焦点

を当て、グリーン・低炭素発展に係る関連法制度の整備・確立を図るものである。本編が

掲げる総体的目標は、経済社会発展の全面的なグリーントランスフォーメーションを加速

し、グリーン・低炭素な空間的格局、産業構造、生産様式および生活様式を形成するとと

もに、炭素削減、汚染低減、緑化拡大および成長を協同して推進することにある。 

 

3.3.5 法律責任および附則編36 

生態環境法典は、本編の規定により、統一的かつ相互に連携した厳格な法的責任体系を

構築し、従来の単行法における責任に関する規定が統一ではなく、処分の幅が一致しない

という課題を解決した。法的責任の認定に際し、企業が特に注目すべき事項は以下のとお

りである。（1）行政責任については過失推定の原則が適用されるのに対し、民事責任に

ついては無過失責任の原則が適用される。（2）追究時効に関しては、環境汚染または生

態系破壊の結果をもたらした違法行為については 5 年、その他の一般的な違法行為につ

いては 2 年とされる。（3）日割り連続処罰については、汚染物質の違法排出に対し是正

命令を受けたにもかかわらず是正を行わない場合、是正命令の翌日から元の過料額を基準

として日割りで連続して処罰が課され、上限は設けられない。（4）生態環境技術サービ

ス機関、固形廃棄物の委託処分を受託する者、廃棄物の不法投棄を受託する者などの主体

に対する連帯責任が明確化された。（5）重大な環境違法行為に対しては、直接の責任者

に対し法令に基づき拘束措置が実施される。（6）行政法と刑法の連携に関しては、違法

行為が犯罪の嫌疑がある場合には、必ず司法機関へ事件を送致して刑事責任を追及しなけ

ればならず、行政処分の過料は刑事罰の罰金に、行政拘束措置は刑期にそれぞれ繰り入れ

られる。 

4. 従来の関連法令と比較した主要な変更点 

企業視点に立ち、生態環境法典に規定される重要な法律制度の一部を、従来の関連法令

と比較した。 

4.1 生態環境影響評価 

「生態環境法典」 

総則編第五章 生態環境影響評価 
既存の関連法令 比較分析 

第 82条 第 2項 

国は、温室効果ガスの排出に係る

関連内容なし 温室効果ガスを生態

環境影響評価体系に

 
35 生態環境法典第 938 条から第 1051 条まで。 
36 生態環境法典第 1052 条から第 1242 条まで。 



 

 

Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 
 

生態環境影響評価を強化する。具

体的な方法および実施手続は、国

務院の生態環境主管部門が定める

ものとする。 

組み込み、今後、炭素

排出量も環境影響評

価の審査項目とる。 

第 83 条 開発・利用に関する計画

の策定または生態環境に影響を及

ぼすプロジェクトの建設に当たっ

ては、法に基づき生態環境影響評

価を実施しなければならない。 

環境影響評価を法的に実施してい

ない開発・利用計画は、組織・実施

してはならない。環境影響評価を

法的に実施していない建設プロジ

ェクトは、着工してはならない。 

「環境影響評価法」（2018

年改正） 

第 3 条 本法第 9 条に規定

する範囲内の計画を策定

し、または中華人民共和国

の領域内若しくは中華人

民共和国が管轄するその

他の海域内において環境

に影響を及ぼすプロジェ

クトを建設する場合には、

本法に従って環境影響評

価を実施しなければなら

ない。 

 

「中華人民共和国環境保

護法」（2014年改正）第 19

条第 2項 

法により環境影響評価を

実施していない場合、開

発・利用計画を組織・実施

してはならず、建設プロジ

ェクトを着工してはなら

ない。 

（1）第 9条に列挙さ

れた具体的な計画類

型に限定せず、「開

発・利用計画」という

上位概念を採用する

ことにより、将来発

生し得る新たな計画

類型を網羅し、法の

遅れを回避するとと

もに、「環境保護法」

第 19条の表現と整合

性を図り、法体系の

調和を強化するもの

である。 

 

（2） 「環境」から「生

態環境」への転換を

図り、評価の重点を

従来の汚染防止から

生態系全体の保護に

拡大するとともに、

「生態環境法典」全

体との整合性を確保

するものである。 

第 96 条 建設プロジェクトの生態

環境影響報告書には、以下の内容

を記載しなければならない。 

（一）建設プロジェクトの概要 

（二）建設プロジェクト周辺にお

ける生態環境の現況 

「環境影響評価法」（2018

年改正） 

第 17 条 建設プロジェク

トの環境影響報告書には、

次の事項を記載しなけれ

ばならない。 

（1）第（六）項にお

いて「排出管理」の要

件が追加されたこと

に鑑み、報告書には

環境モニタリングの

計画のみならず、実

際の管理を実施する

ための計画を記載す



 

 

Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 
 

（三）建設プロジェクトが生態環

境に及ぼす可能性のある影響の分

析、予測および評価 

（四）建設プロジェクトにおける

生態環境保護措置およびその技術

的・経済的妥当性の検討 

（五）建設プロジェクトの生態環

境に及ぼす影響に関する経済的損

益分析 

（六）建設プロジェクトに対する

生態環境モニタリングおよび排出

管理の実施に関する提言 

（七）生態環境影響評価の結論 

（八）その他の法令に規定される

事項 

生態環境影響報告表および生態環

境影響登記表の内容並びに様式

は、国務院の生態環境主管部門が

定めるものとする。 

（一）建設プロジェクトの

概要 

（二）建設プロジェクト周

辺における環境の現況 

（三）建設プロジェクトが

環境に及ぼす可能性のあ

る影響の分析、予測および

評価 

（四）建設プロジェクトに

おける環境保護措置およ

びその技術的・経済的妥当

性の検討 

（五）建設プロジェクトの

環境に及ぼす影響に関す

る経済的損益分析 

（六）建設プロジェクトに

対する環境モニタリング

の実施に関する提言 

（七）環境影響評価の結論 

環境影響報告表および環

境影響登録表の内容およ

び様式は、国務院の生態環

境主管部門が定める。 

ることが必要となっ

た。例えば、汚染物質

排出口の標準化管理

などがこれに該当す

る。 

 

（2）第（八）項を追

加し、将来の他の法

令が要求する新たな

要件（例えば、温室効

果ガス規制評価、生

物安全評価、新規汚

染物質評価など）に

対して包括条項を整

備し、環境管理上の

新たな要請への対応

における法令の適合

性を強化した。 

第 99 条 建設事業者から委託を受

けて建設プロジェクトの生態環境

影響報告書または生態環境影響報

告表を作成する技術事業者は、法

令に基づき独立的かつ客観的・公

正に業務を遂行し、品質管理制度

を整備・確立して、作成する生態

環境影響報告書および生態環境影

響報告表が客観的、真実的かつ正

確であることを確保しなければな

「環境影響評価法」（2018 

年改正）第 19条 第 4項 

建設事業者から委託を受

けて建設プロジェクト環

境影響報告書または環境

影響報告表を作成する技

術事業者は、当該建設プロ

ジェクト環境影響報告書

または環境影響報告表の

承認を担当する生態環境

（1）「品質管理体制

の整備・確立」が提起

された。これは、委託

を受ける事業者が内

部審査および品質管

理制度を構築し、環

境影響評価にかかる

規制を「結果に対す

る規制」からプロセ

スにおける管理へと

拡大することを意味

する。 
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らない。 

 

建設事業者の委託を受けて建設プ

ロジェクトの生態環境影響報告書

または生態環境影響報告表を作成

する技術事業者および従事者は、

良好な信用記録を有しなければな

らず、建設プロジェクトの生態環

境影響報告書または生態環境影響

報告表の承認を担当する生態環境

主管部門その他の関連承認部門と

の間にいかなる利害関係も存在し

てはならない。作成、審査などの

重要な職位に就く者は、関連する

専門技術水準および実務経験を有

しなければならない。 

 

建設事業者の委託を受けて建設プ

ロジェクトの生態環境影響報告書

または生態環境影響報告表を作成

する技術事業者は、生態環境主管

部門に届出を行わなければならな

い。生態環境主管部門は、技術事

業者が実施する生態環境影響評価

業務に対する監督管理を強化しな

ければならない。具体的な弁法は、

国務院の生態環境主管部門が定め

るものとする。 

主管部門その他の関連す

る承認部門と、いかなる利

害関係も有してはならな

い。 

（2）環境評価を実施

する事業者および個

人に対し、信用記録、

技術水準、従事経験

などに関するより明

確な要件を課すこと

により、環境評価を

実施し得る者の参入

基準を引き上げた。 

第 105 条 建設プロジェクトに以

下のいずれかの情形がある場合、

生態環境主管部門は、生態環境影

響報告書または生態環境影響報告

表に対して不承認の決定を下すも

「建設プロジェクト環境

保護管理条例」（2017 年

改正）第 11 条 建設プロ

ジェクトに次のいずれか

の情形があるときは、環境

「その他の重大な品

質上の問題」という

包括規定を追加し、

環境影響評価書類に

関する問題につい

て、従来の「列挙式」

の規定を「列挙＋包
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のとする。 

（一）建設プロジェクトの類型、

その立地、配置、規模などが生態

環境に関する法令の規定および関

連する法定計画に適合していない

こと。 

（二）当該区域、流域または海域

の生態環境の質が生態環境の質の

基準に達しておらず、かつ、建設

プロジェクトにおいて講じようと

する措置が生態環境の質の改善目

標の管理要求を満たさない場合。 

…… 

（五）建設プロジェクトに係る生

態環境影響報告書または生態環境

影響報告表において、基礎資料が

著しく不実であること、内容に重

大な欠陥、漏洩若しくは虚偽が存

在すること、生態環境影響評価の

結論が不正確若しくは不合理であ

ること、その他重大な品質問題が

存在すること。 

保護行政主管部門は、環境

影響報告書または環境影

響報告表に対し、不承認の

決定をしなければならな

い。（一）建設プロジェク

トの類型、その立地、配置、

規模などが環境保護に関

する法令および関連する

法定計画に適合しない場

合。 

（二）当該区域の環境の質

が国家または地方の環境

の質に関する基準に適合

しておらず、かつ、建設プ

ロジェクトにおいて講じ

ようとする措置が当該区

域の環境の質の改善目標

に関する管理要件を満た

さない場合。 

…… 

（五）建設プロジェクトに

係る環境影響報告書また

は環境影響報告表の基礎

資料・データが著しく不実

であり、その内容に重大な

欠陥若しくは遺漏がある

場合、または環境影響評価

の結論が不明確若しくは

不合理である場合。 

括」の条項に格上げ

した。これにより、偽

造の手法が如何に新

奇であっても、問題

の形態が如何に多様

であっても、環境影

響評価書類が実質的

に「重大な品質上の

問題」の基準に達し

ている限り、認可担

当部門はこれに基づ

き承認を行わない権

限を有することを意

味する。 

4.2 排出許可の管理 
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「生態環境法典」 

汚染防止編 第一分編 第二章 

排出許可管理 

既存の関連法令 比較分析 

第 176 条 以下の企業および公的

機関その他の生産経営者は、汚染

物質排出許可証を取得しなければ

ならない。 

（一） 産業廃ガスまたは有毒有害

大気汚染物質を排出する企業およ

び公的機関、並びにセントラルヒ

ーティング施設の石炭燃料熱源の

生産運営事業者。 

（二） 産業廃水または医療廃水を

直接的若しくは間接的に水系へ排

出する企業および公的機関その他

の生産経営者。 

（三）都市汚水集中処理施設の運

営事業者。 

（四）工業廃水および医療廃水を

直接海洋に排出する海岸工事およ

び海洋工事事業者。 

（五）産業固形廃棄物を発生させ

る事業者。 

（六）産業騒音を発生させる企業

および公的機関その他の生産経営

者。 

（七）放射性廃液を排出し、また

は放射性固形廃棄物を発生させる

随伴放射性鉱物の開発・利用を行

う事業者。 

（八）第 1 類電磁放射施設を稼働

「検察機関による行政公

益訴訟事件の取扱指針（試

行）」 

下記のいずれかの事由に

該当する排出事業者は、本

弁法の規定に基づき、排出

許可証を申請しなければ

ならない。産業廃気を排出

し、または国家が規定する

有毒有害大気汚染物質を

排出する事業者。産業廃水

または医療廃水を直接的

若しくは間接的に水系へ

排出する事業者。セントラ

ルヒーティング施設の運

営事業者。規模化された家

畜・家禽養殖場。都市部ま

たは産業廃水の集中処理

事業者。ごみの集中処理・

処分事業者または危険廃

棄物の処理・処分事業者。

その他規定により排出許

可証の取得を要する排出

事業者。 

（その他の各部門法にも

関連規定が存在する：「大

気汚染防止法」37、「水汚

本条項は、各種法令

に散在する排出許可

証の取得を要する事

業者および経営者を

統合して列挙し、企

業が自社の多様な事

業に係る排出許可証

の状況を包括的に点

検することを可能に

する。同時に、本条項

は、「放射性廃液の排

出または放射性固体

廃棄物の発生」およ

び「第一類電磁放射

施設の稼働」に関す

る排出許可の規定を

新たに追加するもの

である。 

 
37 「大気汚染防止法」第 19 条 工業廃ガスまたは本法第 78条に規定する名簿に掲げる有毒有害な大気

汚染物質を排出する企業および公的機関、セントラルヒーティング施設の石炭燃料熱源の生産運営事業

者、その他法により排出許可管理を行う事業者は、排出許可証を取得しなければならない。排出許可の

具体的な方法および実施手順については、国務院が定める。 
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させる企業および公的機関、並び

に法令に基づき排出許可管理の対

象となる第 2 類電磁放射施設を稼

働させる企業および公的機関。 

（九）その他、法令または行政法

規に基づき排出許可管理の対象と

なる企業および公的機関その他の

生産経営者。 

染防止法」38、「海洋環境

保護法」39、「固形廃棄物

による環境汚染防止法」40、

「騒音汚染防止法」41。） 

第 182 条 汚染物質排出許可証の

有効期間は五年とする。排出許可

証の有効期間内において、排出汚

染物質許可管理を実施する企業お

よび公的機関その他の生産経営者

に次のいずれかの情形がある場合

には、改めて排出許可証を取得し

なければならない。 

（一）汚染物質を排出する施設の

新建、改修または拡張事業。 

（二）生産経営の場所、汚染物質

排出口の位置、または汚染物質の

排出方法若しくは排出先に変更が

生じた場合。 

（三）汚染物質排出口の数の増加、

「汚染物質排出許可管理

条例」第 15 条 汚染物質

排出許可証の有効期間内

において、排出許可証を取

得した事業者に次のいず

れかの事情があるときは、

改めて排出許可証の取得

を申請しなければならな

い。 

（一）汚染物質を排出する

施設の新建、改修または拡

張事業。 

（二）生産経営の場所、汚

染物質排出口の位置、また

は汚染物質の排出方式若

「（四）法律・行政法

規に規定するその他

の情形」という包括

規定を追加する。 

 
38 「水汚染防止法」第 21 条 第 1 項 産業廃水または医療廃水を直接的若しくは間接的に水系へ排出す

る、並びにその他法令の規定により排出許可証を取得しなければ排出が認められない廃水・汚水を排出

する企業および公的機関その他の生産経営者は、排出許可証を取得しなければならない。都市部の汚水

集中処理施設の運営事業者も、排出許可証を取得しなければならない。排出許可証には、排出する水汚

染物質の種類、濃度、総量および排出先などの要件を明確に定めなければならない。排出許可の具体的

な方法については、国務院が定める。 
39 「海洋環境保護法」第 19 条 第 2 項 工業廃水および医療廃水を直接海洋に排出する海岸工事および

海洋工事事業者、都市部の汚水集中処理施設の運営事業者、その他の企業および公的機関、生産経営者

は、法令に基づき排出許可証を取得しなければならない。排出許可の管理については、国務院の関連規

定に従う。 
40 「固形廃棄物による環境汚染防止法」第 39 条 第 1 項 産業固形廃棄物を生ずる事業者は、排出許可

証を取得しなければならない。排出許可の具体的な方法および実施手順については、国務院が定める。 
41 「騒音汚染防止法」第 36 条 第 1 項 産業騒音を生ずる企業および公的機関その他の生産経営者は、

有効な措置を講じて振動を低減し騒音を低下させるとともに、法令に基づき排出許可証を取得し、また

は排出登録表を提出しなければならない。 
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または汚染物質の種類、排出濃度

若しくは排出量の増加。 

（四）法律・行政法規に規定する

その他の情形。 

しくは排出先に変更が生

じた場合。 

（三）汚染物質排出口の数

の増加、または汚染物質の

種類、排出量若しくは排出

濃度の増加。 

第 184 条 汚染物質排出許可の重

点管理を実施する企業および公的

機関その他の生産経営者は、国家

の規定に従い、汚染物質排出の自

動監視設備を設置し、使用し、維

持管理するとともに、自動監視お

よびモニタリングを実施し、生態

環境主管部門の監視設備とネット

ワーク接続を行い、自動監視設備

の正常な稼働を確保し、原始監視

記録を保存しなければならない。

監視の具体的方法は、国務院生態

環境主管部門が定める。 

汚染物質排出許可の重点管理を実

施する企業および公的機関その他

の生産経営者が、汚染物質排出自

動監視設備の送信データに異常を

発見した場合には、遅滞なく生態

環境主管部門に報告し、点検およ

び修復を行わなければならない。

生態環境主管部門は、重点管理対

象排出許可企業および公的機関そ

の他の生産経営者の汚染物質排出

自動監視設備の送信データに異常

を発見した場合には、遅滞なく調

査を行わなければならない。 

「汚染物質排出許可管理

条例」第 20 条 汚染物質

排出許可の重点管理の対

象となる排出事業者は、法

令に基づき汚染物質排出

の自動監視設備を設置し、

使用し、維持管理するとと

もに、生態環境主管部門の

監視設備とネットワーク

接続しなければならない。 

排出事業者は、汚染物質排

出の自動監視設備から送

信されるデータに異常を

発見した場合には、遅滞な

く生態環境主管部門に報

告し、点検および修復を行

わなければならない。 

（1）企業および事業

機関には、自動監視

設備を設置する義務

があるだけでなく、

当該設備の継続的か

つ有効な稼働を確保

し、検証に備えて原

始データを保存する

ことが求められ、企

業による全過程管理

責任が強化された。 

 

（2）監督当局の職権

に基づく監督責任を

追加した。環境保護

部門がデータの異常

（例えば、監視プラ

ットフォームによる

巡回点検で発見され

た場合など）を発見

したときは、職権で

調査に介入する責任

があることを明確化

した。 
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4.3 大気汚染防止 

「生態環境法典」 

汚染防止編 第二分編 

大気汚染防止 

既存の関連法令 比較分析 

第 215 条 国は、製品の低揮発性

有機化合物含有量表示制度を確立

し、整備するものとし、低揮発性

有機化合物含有量の製品を生産す

る者は、規定に従って表示を行わ

なければならない。 

関連規定なし 従来、「大気汚染防止法」にお

いては低揮発性有機化合物含

有量の製品の生産を奨励する

規定が存在するほか、「洗浄剤

の揮発性有機化合物含有量制

限」などの強制的国家基準に

より製品の低揮発性有機化合

物含有量が規制されてきた

が、市場を誘導するための統

一的な「表示」が存在しなかっ

た。企業は、関連製品の表示に

留意すべきである。 

第 220 条 大型貨物自動車の利用

が比較的多い重点的な車両使用事

業者は、国家の規定に従い、輸送

および荷役における排出管理を事

業者の汚染防止責任制度に組み込

み、大型貨物自動車の大気汚染防

止を強化しなければならない。 

関連規定なし 本条項は、「大型貨物自動車の

利用が比較的多い重点的な車

両使用事業者」を初めて個別

に規定するものであり、企業

の環境保護責任が工場内から

物流チェーンまで拡大される

ことを意味し、輸送段階にお

ける環境保護に一層の留意が

必要となる。 

 

4.4 水汚染の防止 

「生態環境法典」 

汚染防止編 第三分編 

水汚染防止 

既存の関連法令 比較分析 

第 294 条 国家は、重点業界に属

する企業における廃水処理および

排出水準のパフォーマンス階層化

を推進する。 

パフォーマンス

等級分類とは、大

気関連企業のプ

ロセス設備水準、

汚染防止水準、環

境管理水準、輸送

従来、「パフォーマンス等級分

類」に関する規定は、各種の政

策文書および部門規章に散在

していた。今回初めて「パフォ

ーマンス等級分類」が法律に

明文化されたことにより、同

制度は国家的な法定制度とな

り、より強い強制力を有する
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方法などの指標

体系に基づき、公

正・公平・公開の

原則を厳格に遵

守して企業ごと

に審査・評価を行

い、A、B、C（D）

の等級に区分す

るものである。42 

こととなる。企業にとって、そ

の等級分類は大気汚染が深刻

な状況における緊急時対応期

間中に通常通りの生産資格を

取得できるか否かを直接的に

決定づけることとなる。 

4.5 化学物質汚染リスクの管理、電磁放射および光害の防止 

「生態環境法典」 

汚染防止編第九分編 

化学物質汚染のリスク管理、電磁

放射および光害の防止 

既存の関連法令 比較分析 

第 645 条 国は、残留性有機汚染

物質などの新規汚染物質に係る協

同治理および環境リスク管理の体

制を構築する。国務院の生態環境

主管部門は、関係部門と連携して、

新規汚染物質に係る環境リスク管

理の情勢を分析・評価し、関連す

る基準を策定・整備するとともに、

調査・監視を実施し、新規汚染物

質の環境リスクを低減する。 

関連規定なし 初めて法的レベルにおいて

「新規汚染物質」の地位を確

立したものであり、これによ

り抗生物質やマイクロプラス

チックなどの非定型的汚染物

質が国家的規制の対象に包含

されることとなる。企業は、原

材料の成分について事前に対

応を検討する必要がある。 

第 650 条 国家は、新規化学物質

に関する環境管理登録制度を実施

する。 

新規化学物質を生産し、または輸

入する企業および公的機関は、生

「新規化学物質

の環境管理登録

弁法」第 4条 国

家は、新規化学物

質に対し環境管

「新化学物質の環境管理登録

制度」は、部門規定レベルから

国家法律へと昇格し、その法

的抑止力および司法における

適用可能性が著しく強化され

ることになる。 

 
42 生態環境部弁公庁、中国人民銀行弁公庁、国家税務総局弁公庁による重点業界における大気パフォー

マンス等級分類管理を強化する指導意見

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104539/202602/81e136f6d4874957b9ee6b8bf7f9f50a.shtml 

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswj/c104539/202602/81e136f6d4874957b9ee6b8bf7f9f50a.shtml
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産または輸入に先立ち、国務院生

態環境主管部門に対し、新規化学

物質の環境管理登録を申請しなけ

ればならない。 

理登録制度を実

施する。 

新規化学物質の

環境管理登録は、

通常登録、簡易登

録および届出に

区分される。新規

化学物質の製造

者または輸入者

は、製造前または

輸入前に、新規化

学物質の環境管

理に関する通常

登録証若しくは

簡易登録証（以

下、「登録証」と

総称する。）を取

得し、または新規

化学物質の環境

管理に関する届

出を行わなけれ

ばならない。 

第 658 条 国家は、電磁放射施設

に対し分類管理を実施し、電磁放

射の排出水準およびその周辺環境

への影響に基づき、電磁放射施設

を第 1 類施設、第 2 類電磁放射施

設および第 3 類電磁放射施設に分

類する。具体的な手続については、

国務院の生態環境主管部門が関係

部門と共同して定めるものとす

る。 

関連規定なし 中国は電磁放射施設に対し分

類管理を実施しており、企業

は自社の施設がいずれの分類

に該当するかを判定する必要

がある。当該分類は、その後の

防止措置、監視要件、公表義

務、立地制限並びに法的責任

の程度を直接的に決定する。 
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第 667 条 本法において「光害」

とは、人工照明の過度かつ不適切

な使用、または日光の照射条件の

不適切な変更により、周辺の生活

環境において人の視覚が妨げられ

る現象をいう。 

第 671 条 広告スクリーン、広告

看板、照明箱、メディアファサー

ド、道路、競技場、建設現場など

は、国家の規定に従い、照明施設

を合理的に設計・設置・運用し、定

期的に保守点検を行い、有効な措

置を講じて、光害の防止および軽

減を図らなければならない。 

関連規定なし 中国は、法的レベルにおいて

初めて光害防止に関する規則

を確立し、屋外広告、建築用ガ

ラス、照明設備などに対する

規制要件を明確化した。 

4.6 グリーン・低炭素発展の推進 

生態環境法典第四編第四章は、「炭素排出権取引管理暫定条例」43および「炭素排出ダ

ブルコントロール制度体系の構築加速に関する作業方案」44などの法規の関連内容を反映

し、初めて法律レベルにおいて「ダブルカーボン」（カーボンピークアウトおよびカーボ

ンニュートラル）目標の法的地位および基本原則を体系的に確立するとともに、マクロ計

画からミクロ算定、強制排出削減から自発的取引、生産側規制から消費側誘導、人為的発

生源制御から生態系炭素吸収源の増強に至るガバナンス体系を構築した。当該体系は、政

府、企業、社会などの各主体の権利義務を明確化することにより、抽象的な「ダブルカー

ボン」コミットメントを、定量化可能、検証可能、責任追及可能な法制度へと転換するも

のである。 

4.7 法的責任および付則 

「生態環境法典」 

責任および附則編 
既存の関連法令 比較分析 

第 1054条 環境汚染、生態系破壊

などの危害結果をもたらす違法行

為が発見された場合において、そ

「民法典」第 188条 

民事上の権利の保護を法

院に求める訴訟時効の期

通常の三年の訴訟時

効を五年に延長する。

環境損害の発見の遅

延性を考慮し、被害者

 
43 https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202402/t20240205_1065850.shtml 
44 https://www.gov.cn/zhengce/content/202408/content_6966079.htm 
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の発見が違法行為の発生から五年

以内であるときは、法令に基づき

行政処罰を科すものとする。その

他の違法行為については、その発

見が違法行為の発生から二年以内

であるときは、法令に基づき行政

処罰を科すものとする。前記の期

間は、違法行為が発生した日から

起算するものとし、違法行為に連

続的または継続的な状態があると

きは、行為が終了した日から起算

するものとする。 

環境生態に関する民事訴訟の訴訟

時効期間は五年とする。訴訟時効

期間は、当事者が損害および責任

者を知り、または知るべきであっ

た日から起算する。 

間は三年とする。法律に

別段の定めがあるとき

は、その定めによる。 

に対してより長期の

保護期間を付与する

ものである。 

第 1056条 環境汚染、生態系破壊

などの違法行為を実施し、生態環

境に対する悪意ある損害、違法行

為の是正拒否、重大な危害結果の

発生、複数回の違法行為による処

罰などの法定事情がある場合に

は、法令に基づき加重して処罰す

る。 

環境汚染、生態系破壊などの違法

行為を実施した場合において、危

害の結果を自主的に除去し若しく

は軽減し、生態環境修復措置を効

果的に講じ、賠償金を速やかに納

付するなどの法定の事情があると

きは、法令に基づき処罰を軽減し

若しくは減軽する。違法行為が軽

関連規定なし 環境行政処分におけ

る裁量基準を初めて

体系的に規定し、統一

的かつ明確かつ具体

的な法的根拠を提供

した。 
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微であり、かつ速やかに是正され、

危害の結果が生じていない場合に

は、処罰を行わない。初めて違法

行為を行い、かつ危害の結果が軽

微であり、速やかに是正された場

合には、処罰を行わないことがで

きる。 

第 1065 条 企業および公的機関

その他の生産経営者並びに個人が

環境汚染または生態系破壊を引き

起こした場合には、法令に基づき

汚染の除去および損傷した生態系

の修復の責任を負うものとし、除

去または修復が不可能である場合

には、代替的な治理または修復措

置を講じなければならない。 

違法行為者が変更された場合、そ

の権利義務を承継する主体が是正

または修復の責任を負う。 

関連規定なし 修復責任は主体の変

更により消滅しない

という原則を確立し

た。 

第 1072条 法令に違反し、環境汚

染、生態系の破壊などにより国家

に損害を生じさせた場合、区を設

置する市以上の地方人民政府また

はその指定する部門若しくは機関

は、関係規定に基づき責任者と協

議を行い、生態環境損害賠償責任

の履行を求めるものとする。協議

が成立しない場合には、人民法院

に対して訴訟を提起することがで

きる。 

前項に規定する地方人民政府、部

門または機構が協議を行わない場

合、若しくは協議が成立せずかつ

中共中央弁公庁および国

務院弁公庁が発行した

「生態環境損害賠償制度

の改革方案」における関

連規定は、「自主的協議

と司法による保障」を定

めている。生態環境損害

が発生した場合、賠償権

利者は、生態環境損害の

調査、鑑定評価、修復方

案の作成などの業務を組

織的に実施し、賠償義務

者と自主的に協議を行う

ものとする。協議におい

初めて、「協議前置＋

訴訟による最終的救

済」の手続を法律に明

記し、区を設置する市

以上の人民政府また

はその指定する部門

を協議の主体とする

ことを明確化した。あ

わせて、政府が手続を

開始しない場合には、

人民検察院が訴訟を

提起することができ

る旨を規定した。 



 

 

Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 
 

訴訟を提起しない場合には、人民

検察院は責任者に対し、法律に基

づき人民法院に対して訴訟を提起

することができる。 

て合意に至らない場合に

は、賠償権利者は法に基

づき訴訟を提起すること

ができる。 

第 1085条 本法の規定に違反し、

次のいずれかの情形がある場合に

は、生態環境保護の監督管理の責

務を負う部門または機関が、その

職責分担に基づき是正を命じ、2万

元以上 20 万元以下の過料を科す

ものとする。是正を拒否するとき

は、生産の制限または操業停止に

よる是正を命ずることができる。 

（一）排出される汚染物質、養殖

排水および土壌汚染の状況につい

て、自主監視を実施せず、自主監

視計画を策定せず、管理台帳を整

備せず、原始監視記録および管理

台帳を保存せず、並びに報告を行

わないこと。 

（二）汚染物質排出の自動監視・

モニタリング設備の設置、使用、

保守および正常な稼働を行わない

こと、主管部門の監視設備とのネ

ットワーク接続を行わないこと、

原始的な監視記録を保存しないこ

と、並びに報告を行わないこと。 

（三）有毒有害汚染物質を排出す

る排水口および周辺環境の監視を

実施せず、かつ、有毒有害汚染物

質に関する情報を開示しなかった

こと。 

本法の規定に違反し、生活ごみ処

「大気汚染防止法」第 24

条、「水汚染防止法」第

23条、「土壌汚染防止法」

第 21条などの規定。 

 

本条は、従来各単行法

に散在していた自主

的監視義務を一元的

な義務リストとして

整理し、「監視の実施

なし」「台帳の整備な

し」「ネットワーク接

続なし」などの基本的

な違法行為に対する

法的責任を明確化し

たものである。 

 

同時に、差異化された

処罰管理を実施する。 

本条は、「自主監視」

を基準適合排出に伴

う付随的義務から独

立した法的責任へと

昇格させるものであ

る。これにより、企業

の汚染物質排出が完

全に基準に適合して

いる場合であっても、

監視行為そのものに

不備があったことを

理由として処罰され

る事態が生じ得る。 
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理事業者が汚染物質排出自動監視

設備を設置・運用せず、汚染物質

の排出状況をリアルタイムで監視

せず、かつ汚染物質排出データを

公開しなかった場合、生態環境主

管部門は是正を命じ、5 万元以上

50万元以下の過料を科す。是正を

拒否した場合には、50万元以上100

万元以下の過料を科す。 

5. 日系企業への対応策の提言 

生態環境法典の重要条項の変更に対応し、企業は、法典が新たに追加した実質的要請を

包括的に把握すべきである。特に、これまで政策文書に散在していた規定（パフォーマン

ス等級分類、新規汚染物質の治理、電磁放射の分類管理などを含む）を法的強制力の範囲

に編入した条項に留意し、環境影響評価において新たに追加された温室効果ガス評価の要

請、排出許可管理の適用範囲が電磁放射および放射性分野に拡大されたこと、大気汚染防

止および水汚染防止における具体的技術規範、並びにグリーン・低炭素発展編におけるカ

ーボンピークアウト・カーボンニュートラルに関する体系的制度を重点的に識別する必要

がある。同時に、責任追及を強化する条項として、法律責任編における訴訟時効の五年へ

の延長、監視義務に対する独立した処罰、修復責任の承継などにも注意を払うべきである。 

 

内部コンプライアンス体制の構築に当たっては、企業はプロセス全体にわたる管理を強

化する必要がある。プロジェクトの前期段階においては、委託する技術事業者が専門的資

格を有し、かつ良好な信用を備えていることを確保しなければならない。日常運営におい

ては、排出許可の適用範囲を包括的に検証し、許可証に基づいた排出を確実に行うととも

に、自動監視設備の設置、稼働、保守およびデータネットワーク接続に関する制度を重点

的に実施し、原始的な監視記録の保存機制を構築する必要がある。同時に、突発的な生態

環境事件への対応条項に基づき、リスク防止・管理および緊急時準備を整備し、輸送段階

における排出管理を企業の責任体系に組み込むとともに、新規化学物質の登録、有毒有害

物質の代替、低揮発性有機化合物の表示などの要件に対応して、サプライチェーンおよび

製品に係る環境管理フローを確立しなければならない。さらに、自然保護地または生物資

源の利用に関わる場合には、生態保護編に定める生態系全体の保護および修復に関する規

定を厳格に遵守する必要がある。 

 

生態環境法典の施行後においては、関連法規および基準が相次いで整備される見込みで

あるため、企業は、地方生態環境部門との定期的な対話体制を自主的に構築し、執行基準

および監督動向を適時に把握するとともに、排出許可の変更、生態環境影響評価の承認、

生態環境損害賠償に関する協議などの事項において、理解の取得とコンプライアンスコス

トの最適化を図るべきである。 
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最後に、中国へ進出する日本企業に対し、生態環境法典がもたらすコンプライアンス上

の圧力をグリーン競争力へ転換することを推奨する。省エネルギー・環境保護およびクリ

ーン生産の分野における自社の技術的優位性を発揮し、有毒有害化学物質の代替および循

環経済の実践を推進するとともに、法的要件を満たしつつ製品のグリーン付加価値を高

め、中国における事業の持続可能な発展を実現すべきである。 

以上 


